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１  管内の概況  

      

東部厚生環境事務所福山支所の管内区域は，福山市，府中市，神石郡神石高原町の 2市 1

町である。 

なお，福山市は平成 10年 4月に中核市へ移行し，保健所業務のほとんどは福山市に移管

されている。 

 

管内面積は 1,095.87ｋ㎡で，県の総面積の 12.9％を占めている。 

地形は，東西に約 30ｋｍ，南北に約 60ｋｍと南北に長く，南は標高 0ｍの沿岸地域から

北は標高 600ｍの山間部に至り，東は岡山県に接し，南は瀬戸内海を隔てて愛媛県に接して

いる。 

気候は，南部は瀬戸内海型気候に属して温暖であるが，北部は標高が高く，準高冷地型

で寒暖の差が大きい。 

 

管内人口（平成 31年 1月 1日現在）は 508,637人で，県の総人口の 18.2％を占めており， 

前年と比較して，人口は各市町とも減少している。 

１世帯当たりの人数は 2.28人で逐年減少し，65歳以上の高齢者が人口に占める割合の管

内平均（29.3％）は県平均（29.0％）とほぼ同じであるが，神石高原町では 45％を超える

など，過疎地域を中心に人口の高齢化が急速に進んでいる。 

 

就業構造は，総体的には第 3次産業への就業者比率が高くなってきているものの，内陸型

工業都市として発展してきた府中市等では第 2次産業への就業者比率が高くなっている。 

また，福山市内海町では漁業，神石高原町では農業と，第 1次産業への就業者比率が高く

なっている。 

 

産業は，世界有数の規模・生産量をもつ製鉄所，世界と競っている造船・電機・機械，天

然油脂や繊維メーカー，先進的な電子産業関連企業群がある一方，木工や家具等の地場産業

も集積している。管内には，地場産業からハイテク産業まで，その専門領域でキラリと光る

「オンリーワン企業」「ナンバーワン企業」が多く集積している。 

 

農業は，南部沿岸地域は水稲を主体に野菜（くわい，きゅうり，ほうれんそう，こまつな，

アスパラガス），果樹（ぶどう，柿，桃，いちじく），花（菊，バラ，トルコギキョウ），肉

用牛，乳用牛，鶏，豚の生産が，北部地域は水稲を基幹とし，高冷地の特性を活かした施設

野菜（トマト，ほうれんそう，アスパラガス），工芸農作物（こんにゃく），花（りんどう），

肉用牛，乳用牛，鶏（採卵用）が盛んである。 

 

交通は，東西方向にはＪＲ山陽新幹線，ＪＲ山陽本線，第三セクター井原線の各鉄道のほ

か山陽自動車道，国道 2号，国道 486 号などが，南北方向にはＪＲ福塩線，国道 182号，国

道 313号，県道府中上下線，県道福山沼隈線などがあり，地域の幹線交通網を形成している。 



２　　市町別主要指標
（平成31年1月1日現在）

県

全

体

総

数

福

山

市

府

中

市

神

石

高

原

町

8,479.61 1,095.87 518.14 195.75 381.98

1,282,089 222,956 202,077 16,999 3,880

2,787,086 508,637 460,550 39,079 9,008

365,141 67,825 62,918 4,152 755

( 13.1 ) ( 13.3 ) ( 13.7 ) ( 10.6 ) ( 8.4 )

1,614,285 291,558 267,008 20,552 3,998

( 57.9 ) ( 57.3 ) ( 58.0 ) ( 52.6 ) ( 44.4 )

807,660 149,254 130,624 14,375 4,255

( 29.0 ) ( 29.3 ) ( 28.4 ) ( 36.8 ) ( 47.2 )

328.7 464.1 888.9 199.6 23.6

福山城があるところ
は，もとは蝙蝠山（こ
うもりやま）と称して
いましたが，「蝠」は
福に通じることから
「福山」と称されまし
た。その蝙蝠と山を
かたどり，市章とした
ものです。

「フ」と「中」を
デフォルメし，円
満のうちに大きく
発展上昇の意を表
しています。

神石高原の「じ」の形
を，高原の自然の源
となる「太陽」「星」
「月」のパーツを配し
て表現しています。
　また，星（夢・未来・
輝き）に向かい手を
広げ掴もうとする姿を
現し，対外的には神
石高原町の町民の
社会貢献と前向きな
姿勢を象徴していま
す。

【1917年７月１日制定】 【1954年6月28日制定】 【2004年11月制定】

ばら，キク
せんだん，モクセイ，
クスノキ

あじさい
さくら

ヒゴタイ
ヤマボウシ

区 分

面 積 （ ㎢ ）

世 帯 数

総 人 口

０ 歳 ～ １ ４ 歳

　１５歳～６４歳　

６５歳～

（注４）　人口密度…総人口／面積

人 口 密 度

市章・町章
及びその由来

市町の花と木

（注１）　 面   積…「平成３０年全国都道府県市区町村別面積調」<国土交通省国土地理院>

（注２）　世帯数，総人口，年齢別人口…「住民基本台帳年報」<総務省>[平成３１年１月１日現在]（日本人住民）

（注３）　総人口年齢区分の下段（　）は構成比（％）を示す。
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３  管 内 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広 島 県 

神石高原町 

世 帯 数 3,880世帯 

人  口   9,008人 
距  離    36km 
所要時間      50分 

福山市 

世 帯 数 202,077世帯 

人  口   460,550人 
距  離      2km 
所要時間        10分 

福山市 

 

府中市 

 

 

神石高原町 

 

山陽自動車道 

東部厚生環境事務所福山支所 
東 部 保 健 所 福 山 支 所 
  

 面  積   1,095.87㎢ 

 世 帯 数  222,956世帯 

 人  口    508,637人 

 人口密度   464.1人/㎢  

  

 

府中市 

世 帯 数 16,999世帯 

人  口   39,079人 
距  離     27km 
所要時間       40分 

参考資料 

・平成30年全国都道府県市区町村別 

面積調＜国土交通省地理院＞ 

・住民基本台帳年報＜総務省＞（日本人住民） 

（平成31年1月1日現在） 

  当所 

  市役所，役場 



(平成31年４月１日現在）

４　行政組織・業務内容

東部厚生環境事務所
保健所福山支所

（48人）

東

部

厚

生

環

境

事

務

所

・

保

健

所

福

山

支

所

長

保健課

参事（監視指導担当）

（１）　行政組織

次

長

保健対策係

8人

14人

6人

5人

7人

環境管理係

食品薬事係

参事（医療介護総合確保担当)

　理化学的検査
　細菌学的検査

　結核予防　感染症予防対策
　精神保健福祉　エイズ対策

　地域支援対策　地域包括ケア
　健康増進対策等　栄養改善対策
　母子保健対策　難病対策

　食品衛生対策
　狂犬病予防対策
　薬事対策

　環境保全対策
　廃棄物対策

健康増進係

　地域支援方策の総合的企画調整
　災害救助　保健医療計画
　医療対策　医療法
　母子・父子・寡婦福祉

7人

衛生環境課

試験検査課

厚生課

10人

14人
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（２）  沿 革 

広島県東部厚生環境事務所福山支所 広 島 県 東 部 保 健 所 福 山 支 所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S26.10. 1 
 
 
 31. 5. 1 
 
 
 
 
 39. 4. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46.10.15 
 
 48. 4. 1 
 
 
 
51. 4. 1 
 
 
 
 
 58.11.21 
 
 
59. 4. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福山，芦品，神石地方事務所にそれぞれ厚生
課を設置 
 
福山地方事務所に福祉課を設置 
芦品，神石地方事務所を廃止 
府中駐在所，油木駐在所を設置 
 
 
福山市東桜町 3-7に福山福祉事務所を設置， 
3市 11町 2村を管轄 
社会課，保護課，児童家庭課の３課制 
府中駐在所，油木駐在所を廃止 
 
 
 
 
 
 
 
福山市三吉町 286-2に移転（福山合同庁舎） 
 
児童家庭課を福祉課に名称変更 
 
 
 
県の行政機構改革により，三次福祉事務所 
管轄の甲奴郡を管轄区域に編入 
福祉課を指導課に，保護課を福祉課に名称 
変更 
 
福山市三吉町 1-1-1に変更 
（住居表示に関する法律施行） 
 
福祉課で４法現業事務を担当 

S12.12. 1 
 
13. 8. 1 
 
 
19.10.20 
 
20. 8. 8 
 
 
20. 8.23 
 
21. 3.25 
 
23. 5.30 
 
 
24. 5.26 
 
 
26. 4. 1 
 
 
 
 
 
 
33.12.22 
 
39. 4. 1 
 
 
 
40. 9. 1 
 
 
41. 5. 1 
 
 
42. 4. 1 
 
48. 3.31 
 
49. 4. 1 
 
50. 2. 1 
 
 
 
 
 
58.11.21 

許可 内務省広行第 7号 
 
福山市入船町 1162に福山保健所を設置 
福山市，深安郡を管轄（広島県で最初の保健所） 
 
沼隈郡の一部を追加所管 
 
戦災で庁舎焼失，野村澄江宅に仮事務所を 
設置 
 
三吉町福山誠之館中学校に移転 
 
野上町旧暁部隊医務室跡に移転 
 
新保健所法の施行に伴い，警察署から書類 
引継 
 
新馬場町 2339に新庁舎落成，1市 3町 23村を
所管 
 
Ａ級保健所に昇格 
 
 
 
 
 
 
都市計画により御門町に庁舎新築 
 
沼隈郡内海町を尾道保健所から移管 
 
 
 
福山市花園町 1丁目 5-2に変更 
（住居表示に関する法律施行） 
 
尾道保健所管内松永市の福山市との合併に 
伴い，旧松永市区域を所管（1市 4町） 
 
保健所型別ＵＲＩ型に格付 
 
福山市三吉町 286-2に移転（福山合同庁舎） 
 
府中保健所管内芦田町が福山市へ編入合併 
 
府中保健所管内駅家町が福山市へ編入合併 
 
 
 
 
 
福山市三吉町 1-1-1に変更 
（住居表示に関する法律施行） 
 

H 5. 4. 1 
 
 
 
 
9. 4. 1 

 
10. 4. 1 
 
11. 4. 1 
 
 
13．4．1 
 
 
 
 
 
 
 
15. 2. 3 
 

福山福祉事務所，福山保健所，府中保健所を統合し，福山合同庁舎に福山総合福祉保健センター（福山 
福祉保健センター・福山保健所）を設置，2市 10町 1村を管轄 
また，府中合同庁舎に府中地域総合福祉保健センター（府中地域福祉保健センター・福山保健所府中支 
所）を設置，1市 7町 1村を管轄 
 
保健福祉推進室を設置 
 
福山市の中核市移行により，保健所所管区域から福山市を除く 
 
府中地域福祉保健センター・福山保健所府中支所の業務の一部を，福山福祉保健センター・福山保健所 
に移管 
 
県の行政組織の再編整備により福山地域事務所を設置 
福山福祉保健センター・保健所の業務を福山地域事務所厚生環境局・福山地域保健所で分掌し，総務課 
及び保健福祉推進室の業務を新たに設置した厚生推進課で分掌 
環境衛生課を生活衛生課に名称変更 
三原保健所及び三原保健所尾道支所の試験検査課の業務を当保健所の試験検査課に統合 
府中地域福祉保健センター・福山保健所府中支所の業務の全部を統合 
甲奴郡を備北地域事務所に移管（管内２市７町１村となる） 
 
沼隈郡内海町及び芦品郡新市町が福山市へ編入合併（管内２市５町１村となる） 
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16. 4. 1 
 
16.11. 5 
 

甲奴郡上下町が府中市へ編入合併 
 
神石郡油木町，神石町，豊松村及び三和町が合併して神石高原町を新設（管内２市３町となる） 
 

 
17. 2. 1 
 
18. 3. 1 

 
21. 4. 1 
 
 
 
24．4．1 

 
沼隈郡沼隈町が福山市へ編入合併（管内２市２町となる） 
 
深安郡神辺町が福山市へ編入合併（管内２市１町となる） 
 
地方機関の再編整備に伴い，地域事務所から専門分野ごとに独立した事務所を設置し，東部厚生環境事務所・
保健所の所管区域に入り，東部厚生環境事務所・保健所福山支所となる。 
厚生保健課，衛生環境課を設置し，試験検査課とともに３課制となる。 
 
組織再編により厚生保健課を廃止し，厚生課，保健課を設置。 
衛生環境課，試験検査課とともに 4 課制となる。 
 

旧府中地域福祉保健センター・福山保健所府中支所 
S19.10. 1 
 
 
24.11. 1 
 
26. 5.18 
 
26. 7.24 
 
29. 3.31 
 
30. 1. 1 
 
30. 2. 1 
 
 
30. 3.31 
 
30. 4. 1 
 
31. 9.30 
 
34. 7. 1 
 
35. 2.15 
 
35. 9. 2 
 
42. 4. 1 
 
48. 4. 1 
 
49. 4. 1 
 
50. 1.31 
 
50. 4. 1 
 
50. 5. 1 
 
51. 4. 1 
 
 
52. 4. 1 
 
53. 4. 1 
 
H 5. 4. 1 
 
 
10. 4. 1 
 
11. 4. 1 
 
13．4．1 

芦品郡府中町大字府川 651番地に府中保健所を設置 
芦品郡及び御調町の一部（3町 20村）を管轄 
 
医務課・予防課の 2課制となる 
 
芦品郡国府村大字府川に庁舎新築 
 
医務課を総務課に名称変更 
 
芦品郡府中町ほか 5村が合併し，府中市発足（管内 1市 2町 15村となる） 
 
芦品郡駅家町ほか 3村が合併し，駅家町として発足（管内 1市 2町 12村となる） 
 
芦品郡新市町ほか 3村が合併し，新市町として発足，御調郡菅野村ほか 1村が管外の御調町へ合併 
（管内 1市 2町 7村となる） 
 
芦品郡阿字村ほか 1村が合併し，協和村発足（管内 1市 2町 6村となる） 
 
芦品郡有磨村ほか 1村が合併し，芦田町発足（管内 1市 3町 4村となる） 
 
芦品郡河佐村が府中市へ合併，御調郡諸毛・三郎丸地区が府中市に編入（管内 1市 3町 2村となる） 
 
芦品郡藤尾村が新市町へ合併（管内 1市 3町 1村となる） 
 
総務課・公衆衛生課・予防課の 3課制となる 
 
保健所型別Ｒ４型に格付 
 
公衆衛生課を環境衛生課に名称変更 
 
総務課・環境衛生課・公害課・予防課の 4課制となる 
 
芦品郡芦田町が福山市へ編入合併（管内 1市 2町 1村となる） 
 
芦品郡駅家町が福山市へ編入合併（管内 1市 1町 1村となる） 
 
芦品郡協和村が府中市へ編入合併（管内 1市 1町となる） 
 
府中市元町 1番地に移転（府中合同庁舎） 
 
三和，上下両保健所を統合し，管内が府中市，芦品郡，神石郡，甲奴郡の 1市 7町 1村となる 
試験検査室を設置，4課 1室制となる 
 
保健婦課を設置，5課 1室制となる 
 
保健婦課を保健指導課に名称変更 
 
福山保健所の所管区域に入り，福山保健所府中支所となる 
併せて府中地域福祉保健センターを新設，福祉課・保健課・環境課・試験検査室の 3課 1室制となる 
 
試験検査室が本所に統合され，3課制となる 
 
業務の一部を福山福祉保健センター・福山保健所に移管 
 
業務の全部を福山地域事務所厚生環境局・福山地域保健所に統合 

 



５　  常設の相談等の実施計画

  健康相談日
（令和元年度）

項 目 内 容 開 催 日 受 付 時 間 開 催 場 所 備 考

アレルギー相談 随時 9：00～17：00 福山庁舎 保健師・管理栄養士による相談

肝炎ウイルス検査
毎月第２月曜日
（祝日を除く）

14：00～15：00 福山庁舎

母子保健対策 長期療養児療育相談 年６回 13：00～15：30 福山庁舎 保健師等による相談

ひきこもり・
うつ等専門相談

年12回 13：00～15：00 福山庁舎
精神保健相談医又は精神保健
福祉相談員等による相談

心の健康相談 年２回 13：00～15：00
府中市保健福祉

総合センター
精神保健相談医による相談

心の健康相談 年６回 13：00～15：00
神石高原町

三和共同福祉施設
精神保健相談医による相談

健康増進
・

栄養改善対策

精神保健福祉対策

7
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Ⅱ 主要事業の概要 
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１ 地域保健福祉対策 

少子・高齢化の急速な進展や中山間地域の過疎化問題等の地域課題に対応するためには，長期的・広

域的視点からの施策の推進と市町及び関係機関の連携が重要である。 

このため，「地域保健法」に基づく地域保健及び地域福祉に係る広域的・専門的・技術的拠点として，

市町及び関係機関と連携を図りながら，住民のニーズに即した地域保健福祉対策を推進する。 

 

 (1) 情報収集管理 

 地域保健福祉施策の展開のためには情報の共有化が必要であり，管内市町及び関係機関の保健

福祉情報の収集と提供を行う。 

 

 (2) 人材の育成と資質の向上 

少子・高齢化の急速な進展や，保健・医療・福祉に対するニーズの多様化により，高齢者や障害

者に係る相談や介護，看護等の需用が増大している。これらに対応するため，医師の臨床研修及び

保健・医療・福祉関係の学生等の実習指導を実施し，人材を育成する。 

 

 (3) 地域保健対策協議会  

福山・府中二次保健医療圏内の保健・医療・福祉に関する調査研究・普及啓発活動を実施し， 

圏域住民の健康保持及び増進に寄与する。 

保健医療計画委員会では，平成 30年 3月に策定した広島県（圏域）保健医療計画（第 7次）の

進行管理，評価を行うとともに，圏域における地域医療構想の達成，医療・介護の連携推進に向

けた協議等を行う。 

救急医療委員会では，メディカルコントロール協議会との連携により，圏域で取り組むべき救

急医療体制の協議・検討及び医療従事者等の研修を行う。 

健康増進計画委員会においては，健康増進圏域計画の推進・進行管理，その実現に向けての調査・

研究，協議及び必要な事業を行う。健康増進計画委員会うつ・自殺対策医療連携協議会においては，

産業医・かかりつけ医・精神科医の医療連携の推進方策に係る検討・協議を行うとともに，若年層

のメンタルヘルス対策に関する研修等啓発活動を行う。 

感染症対策検討委員会では，院内感染防止対策や新型インフルエンザ等医療提供体制の検討及

び普及啓発を行う。 

 

２ 児童・母子・父子・寡婦福祉対策 

近年，離婚の増加等で母子家庭が急増しており，父子家庭を含めたひとり親家庭では，子育てと生計

の維持を一人で担わなければならないなど，様々な困難に直面している。 

母子家庭等が経済的に自立した生活を営むことができるよう，子育てと就労の両立支援のための制度

の周知に努めるとともに，市町の母子・父子自立支援員等との連携を密にして母子父子寡婦福祉資金の

円滑な貸付を行う。 
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３ 医療対策 

安心できる医療提供体制を整備するため，医療施設における適切な医療環境の確保を図るとともに，

救急医療体制の充実を図るなど，圏域保健医療計画を推進する。 

 

 (1) 医療施設対策 

医療施設における適切な医療の確保を図るため，主に病院及び有床診療所を対象として医療法の

規定に基づく立入検査を実施し，医療従事者の確保，施設の整備，管理の適正化について指導する。 

 

 (2) 救急医療対策 

  ア 救急告示医療機関 

    救急医療には，救急告示医療機関（管内：病院 26，有床診療所７）が対応している。 

  イ 休日・夜間の救急医療 

 休日の初期（一次）救急医療体制は，地区医師会による在宅当番医制により確保し，休日及び

夜間の入院を伴う重症患者に係る二次救急医療体制は，病院群輪番制により確保している。 

  ウ その他 

 圏域における初期（一次），二次，三次（福山市民病院救命救急センター）救急の機能分担，

産科・小児科救急等，諸課題の解決に向けた協議・検討を行う。 

また，「広島・岡山 県境を越えた医療広域連携会議」においては，広島・岡山両県の行政・医

療関係者により，平成 24 年 1 月から，福山・府中地域及び井原・笠岡地域の広域において抱え

る医療提供体制の諸課題を協議・検討しており，引き続き，相互連携の推進を図る。 

 

４ 地域支援対策 

地域包括ケアシステムの構築に向け，県，県保健所及び広島県地域包括推進センターが一体となって，

市町の主体的な取組への支援を行い，平成 29年度末には，管内 14の日常生活圏域全てにおいて地域包

括ケアシステムが概ね構築された。 

平成 30 年度から，地域特性に応じた地域包括ケアシステムの強化に向け，介護予防の充実，自立支

援型ケアマネジメントの推進等市町の主体的取組の促進と併せて，課題解決に向けた支援を行う。 

※管内の日常生活圏域数：福山市 11，府中市 2，神石高原町 1（計 14） 

 

 

５ 健康増進対策等 

 高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ，県民の健康寿命の延伸を図るため，健康ひろしま２１（第

2 次）圏域計画，広島県食育推進計画（第 2次），広島県がん対策推進計画（第 2次）及び広島県保健医

療計画等，保健及び医療等に関する各種計画との調和を図りながら，がん及び生活習慣病の発症予防や

早期発見・早期治療，重症化予防，それらを取り巻く環境整備に取り組む。 
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(1) 生活習慣病対策 

 死因別死亡者割合，生活習慣病の有病者割合の推移及び特定健康診査の受診率等を踏まえ，生

活習慣病の発症，重症化予防を目指し，福山・府中地域保健対策協議会健康増進計画委員会及び健

康増進計画推進ワーキング会議において，受診しやすい環境づくり等，具体的な推進方策・事業等

の協議・推進を図る。 

 

(2) がん対策 

 がんによる死亡率（75 歳未満の年齢調整死亡率）の減少を目指し，福山・府中地域保健対策協

議会健康増進計画委員会及び健康増進計画推進ワーキング会議において，がん対策及び受動喫煙

防止策等を検討するとともに，がん予防に向けた普及啓発を図る。 

また，科学的根拠に基づくがん予防として禁煙週間を中心に，禁煙及び受動喫煙防止の普及啓

発に取組むとともに，あらゆる機会をとらえ，望まない受動喫煙防止の措置が定められた改正健

康増進法の周知を図る。 

 

(3) 食育推進対策 

食に関する適切な判断力を養い，生涯にわたって健全な食生活を実現することにより，県民の

心身の健康の増進と豊かな人間形成を目指す，広島県食育推進計画（第３次）等の推進を図る。 

また，福山・府中地域食育推進圏域連絡会議を設置し，関係機関等によるネットワークを構築

することで，食育に関する情報の共有及び地域の特性に応じた食育の推進を図り，県及び市町の

食育推進計画（第３次）等の推進を支援する。 

 

(4) 肝炎対策 

ウイルス性肝炎の早期発見・早期治療体制を充実させるために，保健所及び医療機関での肝炎

ウイルス検査を実施する。 

また，市町，医療機関等関係機関との連携のもとに肝炎ウイルス持続感染者の肝疾患患者フォ

ローアップシステムへの登録等に支援を行い，適切な精密検査や治療につなぎ，肝疾患の重症化

予防及び肝がんによる死亡率の減少を図る。 

 

(5) 栄養改善対策 

ア 給食施設において，利用者に適切な栄養管理に基づいた食事が提供され，食育の推進が図ら

れるよう指導及び支援を行う。 

イ 市町の健康課題の把握や栄養改善施策の推進を図るため市町栄養士等に対し指導及び助言を

行なうとともに，市町相互の連絡調整及び情報共有を図る。 

また，管理栄養士養成施設の臨地実習を受け入れ，次代を担う栄養士の人材を育成する。 

ウ 食品製造者・販売者等が，食品表示法に基づき適正に栄養成分表示を行うよう指導・助言を

行うとともに，食品表示法及び景品表示法等を所管する関係部署と連携し量販店等に対し一斉

監視を実施する。 

また，健康増進法に基づき，食品の虚偽・誇大広告等について監視指導する。 
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(6) 歯科保健対策 

平成 23年 3月 14日公布の「広島県歯と口腔の健康づくり推進条例」や，「広島県歯と口腔の健

康づくり推進計画」に基づき，「８０２０運動」など生涯を通じた歯及び口腔の健康づくり等歯科

保健活動の普及啓発に努める。 

また，各地区歯科医師会・市町・歯科衛生連絡協議会等と連携を図り，市町における各ライフ

ステージに応じたう蝕・歯周疾患予防等普及啓発を支援する。 

 

(7) 健康増進対策 

市町における保健事業が，地域特性を踏まえ円滑かつ効果的に実施できるよう，必要な助言，

連絡調整及び情報提供等を行う。 

また，健康的な生活の推進と健康に配慮した環境整備を図るため，県民の健康づくりの実践支

援を行う健康生活応援店制度の普及等に取り組む。 

 

６ 母子保健対策 

  地域の母子保健対策の推進に向け「ひろしまファミリー夢プラン」，「健康ひろしま２１(第 2 次）」

福山・府中二次保健医療圏域計画を総合的に推進する。 

また，妊娠期から子育て期までの切れ目のないサービスをワンストップで提供するための総合的な

子育て・見守り拠点となる「ひろしま版ネウボラ」の構築及び推進に向け，保健所，市町等の関係機

関が連携・役割分担して実施する。 

 

(1) 心身障害児対策 

心身障害の早期発見や療育を目的として，長期療養児療育相談指導事業，先天性代謝異常等検

査事業を実施する。市町，関係機関等と十分な連携を取りながら必要に応じた支援を行う。 

 

(2) 不妊治療等助成事業 

 ア 不妊治療支援事業 

不妊治療にかかる経済的負担の軽減及び心身両面への支援を図るため，配偶者間の体外受精及

び顕微授精に要する費用の一部を助成する。 

 

イ 不妊検査費等助成事業 

早期に適切な不妊治療を開始することを促し，子供を産み育てやすい環境づくりの推進を図る

ため，不妊を心配する夫婦が共に不妊検査・一般不妊治療を受けた場合に，その費用の一部を助

成する。 
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７ 感染症対策 

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき，関係機関と連携を図り，総

合的な対策を的確かつ迅速に実施する。 

 

(1) 感染症対策 

感染症の発生を予防するとともに，感染症発生時においては，「感染症の予防及び感染症の患者 

   に対する医療に関する法律」に基づき，患者の人権に配慮した迅速かつ的確な対処を図る。 

  また，感染症発生動向調査事業により，１類感染症から５類感染症のすべての疾病を対象に感

染症の発生状況及び流行実態の早期把握を図り，予防対策の普及啓発を図っている。 

  新型インフルエンザの発生に備え，地区医師会や関係機関等と連携し，感染拡大を可能な限り

抑制するため，適切な医療提供体制の構築や知識の研鑽に努めている。 

 

 (2) 結核対策 

 全国的に結核罹患率は低下しているが，管内の罹患率は，平成 23 年を除きほぼ横ばいにある。

また，高齢者の占める割合が高く，長期入院者や，高齢者福祉サービス利用者も多いため，接触者

健診対象者が増加している。 

  ア 結核対策特別促進事業 

    治療中の結核患者に対して，確実に抗結核薬を服用させる地域 DOTS（確実な服薬管理）を実施 

し，結核治療の完遂を行い，結核のまん延を防止するとともに，多剤耐性結核の発生を予防する。 

また,高齢者福祉施設等の職員への健康教育を実施し，施設における結核予防対策の推進を図

る。 

  イ 患者管理・接触者指導 

    医療機関に対して，診断後，直ちに患者発生届を提出し，医療費の公費負担を行い，適正な医 

   療の普及を図るよう指導する。また，患者や接触者への調査，指導及び健康診断を適切に実施し， 

   二次感染の防止に努める。さらに，結核の治療終了後には，患者管理として，再発防止のための 

管理検診を行う。 

  

 (3) エイズ・性感染症対策 

 エイズ発生動向調査によると日本におけるＨＩＶ感染者とエイズ患者は，横ばい傾向である 

が，新規報告者数に占めるエイズ患者の割合は，高止まり傾向が続いている。 

  ア 普及啓発及び教育の推進 

ＨＩＶ検査普及週間や世界エイズデーを中心として，地域住民や関係機関等に対してエイズ啓

発展や街頭キャンペーンを実施する。 

  イ ＨＩＶ抗原抗体検査，梅毒検査の実施 

エイズ・性感染症に関する相談を随時実施し，ＨＩＶ抗原抗体検査及び梅毒検査は夜間検査の

導入等相談者がより受検しやすい体制の充実を図る。 

また，相談･検査の普及啓発を関係機関の協力や広報や新聞等を通じて実施する。 
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８ 精神保健福祉対策 

 精神障害者の適切な医療及び保護を行うとともに，社会復帰の促進及び自立と社会活動への参加のた

めに必要な支援を行うことにより，発生の予防・精神的健康の保持増進に努め，精神障害者の福祉の増

進及び精神保健の向上を図る。また，心の健康問題の正しい理解のためにあらゆる機会を通じて普及啓

発を行う。 

 

(1) 医療対策の推進 

ア 精神障害者措置診断等事業 

 精神保健福祉法に基づいて，関係機関と連携を図りながら人権等に配慮し，迅速，適正に措置

診断等を行う。   

また，精神疾患により速やかな医療が必要な者に対し，迅速かつ適切な医療を提供するため，

土日・休日において精神保健指定医 2 名の輪番制による「精神保健福祉措置診察の医師の確保事

業」を平成 24 年度から実施している。 

イ 精神障害者医療公費負担事業 

    措置入院患者に対して精神保健福祉法に基づき，適正な医療の提供に努める。 

ウ 入院患者処遇適正化対策事業 

 措置入院者，医療保護入院者の処遇の適正化を図るため，病状審査及び精神科病院実地指導を

行う。 

エ 精神障害者緊急時支援体制等に係る関係者連絡会議 

 医療・行政・警察・消防等の関係者が，緊急時の支援の現状を認識し，適切な支援ができると

ともに，相互の連携を強化するための連絡会議を開催する。 

  オ ガイドラインに沿った措置入院者等の退院後支援 

    措置入院等で入院中の精神障害者が，退院後，地域で安心して生活できるよう，多職種・関係

機関が連携し，包括支援を提供するため，保健所が中心となって「精神障害者の退院後支援に関

するガイドライン」に沿った支援を実施する。 

  カ 障害者総合支援法に係る立入検査 

    自立支援医療(精神通院医療)の質の確保及び実施の適正化を図るため，指定自立支援医療機関

(精神通院医療)へ立入検査を行う。 

 

(2) 精神保健対策の推進 

  ア 精神保健相談及び訪問指導事業 

 精神科医師による精神保健相談や保健師による面接，電話相談及び家庭訪問指導を実施すると

ともに，必要に応じて対応や支援について関係者と検討し，精神障害者の地域生活を支援する。 

イ 思春期ひきこもり等対策事業 

 ひきこもりに関する専門相談日を開設し，個別相談に応じるとともに，必要に応じて関係機関

と連携し，当事者及び家族への支援を行う。 

ウ 心神喪失者等医療観察法に基づく社会復帰への支援 

  心神喪失等の状態で重大な行為を行った精神障害者の社会復帰に向けて，保護観察所の依頼に

基づき関係機関と連携を図りながら処遇の実施を検討し，地域ケアを行う。 
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エ 社会復帰支援事業 

 市町が行う精神障害者当事者グループ，精神障害者保健福祉ボランティアグループ及び精神障

害者家族会等の育成を支援する。 

オ アルコール健康障害対策推進事業 

 アルコール健康障害に関する相談に応じるとともに，必要に応じて関係機関と連携し，当事者

及び家族への支援を行う。 

  カ 精神障害者地域生活支援事業 

    精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築するため，圏域内に精神障害者地域生活支 

援推進協議会を今年度新たに設置する。 

 

(3) 自殺予防対策推進事業 

自殺予防の正しい知識の普及を図るとともに，関係者会議・研修の開催等により，関係者間での

情報共有や連携の強化，資質向上等を図り，自殺対策を推進する。 

また，市町が行う関係機関との連携やゲートキーパー育成，支援体制の充実等の自殺対策事業

について支援する。 

福山・府中地域保健対策協議会において，自殺未遂者の再企図を防止するため，保健・医療・

福祉等関係機関が連携し，自殺未遂者を支援する自殺未遂者支援システムの構築について検討す

るとともに，自殺未遂者支援に関する研修会を実施する。 

 

９ 難病対策 

 難病の患者に対する医療等に関する法律及び児童福祉法に基づき，難病患者・患児及び家族の負担軽

減を図るため医療費の公費負担を行うとともに，不安解消を図るために難病相談，訪問指導等を実施し，

在宅療養を支援する。 

 また，難病患者等が市町の障害福祉サービスを効果的に利用できるよう支援する。 

 

(1) 特定医療費（指定難病）の支給認定及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定 

原因が不明で治療方法が確立していない，厚生労働大臣が定める指定難病（330疾病）と小児慢

性特定疾病（704疾病）の一定の基準を満たす方に対して，医療費の負担軽減のため，特定医療受

給者証を交付し，医療費の自己負担部分について一部公費で負担する。 

 

(2) 難病相談等支援事業 

難病患者及び家族からの相談を受け，社会資源を活用しながら在宅療養できるよう支援する。 
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１０ 食品衛生対策 

 県では，行政，生産者，事業者及び消費者が相互に連携し，生産から消費に至るまでの総合的な食品

の安全・安心確保を図ることを目的として，平成 15 年 3 月に策定した「広島県食品の安全に関する基

本方針」に基づき 4 期 11 年間取り組んできた。しかし，依然として輸入食品や食品の表示に対する消

費者の不安意識は解消されておらず，また，近年は少量で感染するカンピロバクターや二次感染を起こ

しやすいノロウイルスによる食中毒が発生するなどこれらへの対応が必要となっている。 

このような状況を踏まえ，平成 27年 3月に改正された，「食品の安全に関する基本方針及び推進プラ

ン」の５つの施策体系「衛生管理」「食品表示」「リスクコミュニケーション」「危機管理」「人材育成」

に基づき，監視指導，食品の検査，衛生教育等を着実に実施するほか，食品事業者の自主衛生管理の推

進を図るなど，食品の安全・安心確保対策に取り組み，安全な食品を安心して食べることができる社会

づくりに努める。 

 

 (1) 監視指導 

  ア 監視 

 食中毒が発生した場合に大規模となるおそれが高い業種（仕出し・弁当業・そうざい製造業・

集団給食施設等）に対して重点的な監視指導を実施するほか，平成 28年 3月に「食品衛生法に基

づく営業の基準等に関する条例」に追加されたＨＡＣＣＰの導入を推進する。 

 また，平成 27 年 4 月に施行された食品表示法に基づき，関係機関と連携し，食品事業者への

表示指導を行うとともに，量販店及び加工食品製造施設に対し表示の一斉監視を実施するなど適

正な食品表示を推進する。 

  イ 食品の検査 

 収去検査を実施し，食品による危害を未然に防止し，食品の安全を確保する。 

 

 (2) 食中毒対策 

食中毒発生の危険性が高い夏期及び冬期に，食品事業者への重点的かつ集中的な監視指導を行

うとともに衛生講習会を開催し，食中毒の未然防止に努める。 

また，関係団体と協力して，県民に対する食中毒予防の普及啓発を図る。 

 

１１ 狂犬病予防対策 

 犬の登録及び狂犬病予防注射事務は平成 12 年度から市町に移譲されているが，引き続き市町及び関

係団体と連携し狂犬病予防対策の推進に努める。 

 

１２ 薬事対策 

平成 26 年に施行された，一般用医薬品のネット販売の導入や要指導医薬品の薬剤師による対面販売

の義務化等に係る取扱いを徹底し，医薬品の適正な供給を図るため，薬局・医薬品販売業者等へ監視指

導を行うとともに，不良・不正医薬品等の排除を目的とした収去検査を実施する。 
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また，平成 28年 4月に施行された健康サポート薬局制度などについて周知を図る。 

 さらに，覚醒剤や大麻，危険ドラッグ等薬物乱用による事犯が依然として発生していることから，薬

物乱用のない健康で明るい社会を実現するため，関係機関・団体と連携を図り，あらゆる機会を利用し

て広く啓発活動を推進する。 

 

 (1) 医薬品対策 

医薬品の品質，有効性及び安全性確保のため，その適切な管理，取扱い等に重点をおいて，薬局，

医薬品販売業者等を監視指導するとともに，収去検査を実施し，不良・不正医薬品等の排除に努め

る。 

また，「広島県薬局業務運営ガイドライン」の遵守の指導，医薬品情報提供の指導，医薬品の正

しい知識の普及啓発に努めるなど，医薬品の適正使用の推進を図る。 

 

 (2) 毒物劇物対策 

毒物劇物は広範な分野で使用されており，その取扱い方によっては，保健衛生上，極めて大き

な危害を及ぼすおそれがあるため，毒物劇物製造業者，販売業者及び運搬業者等の業務上取扱者

等における保管・管理等について重点的な監視指導を実施するなど，危害発生の未然防止に努め

る。 

 

 (3) 麻薬，向精神薬，覚醒剤，大麻，けし対策 

  ア 薬物乱用防止対策 

 我が国は依然として「第三次覚醒剤乱用期」にあるといわれている。また，大麻や危険ドラッ

グなどの乱用薬物の多様化，さらに，中学生・高校生等の低年齢層への乱用の広がりが大きな社

会問題となっている。 

そこで関係機関・団体等と連携し，626 ヤングキャンペーンの実施や薬物乱用防止教室の開催

を通して「ダメ。ゼッタイ。」の普及啓発を推進する。 

 また，医療機関，薬局，医薬品販売業者等の麻薬，向精神薬，覚醒剤原料等取扱施設への立入

り，指導取締りの強化を図り，麻薬等の適正な管理を徹底させる。 

  イ 大麻・けし対策 

 「不正大麻・けし撲滅運動」，「自生大麻・けし撲滅運動」の実施期間中に管内を巡視し，不正

けし・自生けしの除去を行う。また，ポスター等により住民への啓発に努める。 

 

 (4) 献血対策 

高齢化に伴った輸血医療の増加や感染症対策に伴う献血の制限，及び若年層の献血者の減少が

考えられることから，若年層に対する献血推進活動，季節変動や地域差を考慮した献血の呼びか

け等を行う必要がある。 

「広島県献血推進計画」に基づき，良質な血液を安定的に確保するため，関係機関と連携し，

献血思想の普及啓発を図るとともに，特に 400ml献血や成分献血の推進に努める。 
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(5) シックハウス対策 

住宅の高気密化や化学物質を放散する建材・内装材の使用などによる室内空気汚染が原因とみ

られる健康被害（シックハウス症候群）の予防及び軽減を図るため，相談に応じるとともに，広

報啓発を推進する。 

  

１３ 環境保全対策 

  近年，経済社会活動において大量のエネルギーが消費され，様々な化学物質が使用されてきたこと

に伴い，新たな環境問題として地球温暖化や化学物質がクローズアップされている。このため，安全

で安心できる快適な生活が送れるよう，典型７公害対策の他，地球温暖化対策等，総合的な環境保全

対策を推進する。 

 

(1) 地球温暖化対策 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」や「広島県地球温暖化防止地域計画」等に基づいて，市

町や事業者の温室効果ガス削減対策の取り組みを支援する。また，オゾン層保護と地球温暖化防止

を目的とする「フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律）」に

基づくフロン類充填回収業者の登録や立入検査及び第一種特定製品の管理者を指導する等により，

フロン類の適正な回収・処理を進める。 

 

 (2) 大気汚染防止対策 

「大気汚染防止法」及び「広島県生活環境の保全等に関する条例」の規制対象となる工場・事業

場に対して立入検査を実施する。 

また，アスベスト対策については，環境モニタリング調査を実施するとともに，建設物解体現場

等の立入調査を実施し，飛散防止を指導する。 

 

 (3) 水質汚濁防止対策 

「水質汚濁防止法」及び「広島県生活環境の保全等に関する条例」の規制対象となる工場・事

業場に対して排水検査を含む立入検査を実施する他，有害物質使用特定施設設置の工場・事業場

に対し，構造基準適合等の指導を行う。また，市町等が実施する生活排水処理対策をバックアッ

プする。 

 

 (4) ダイオキシン類対策 

 府中市において大気環境中のダイオキシン類の汚染状況を調査する。 

 また，「ダイオキシン類対策特別措置法」の規制対象となる工場・事業場に対して，立入検査を

実施するほか，特定施設からの排出ガスについて，排出基準への適合状況を検査する。 

 

 (5) 地下水汚染防止対策 

 平成４年１月にトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンによる地下水汚染が判明した府

中市において，平成５年度から定期モニタリングを実施している。 

本年度は，継続して調査する府中市内の３地点を含め，管内４地点において年１回の調査を実

施する。 
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 (6) 出口川汚染防止対策 

 昭和 61年６月に出口川において養鯉が斃
へい

死したため，調査を行ったところ，上流の砕石場及び

その周辺からの湧水中に高濃度のカドミウム等の重金属が検出された。そこで，関係機関の連携

のもと，湧水処理施設（処理能力 150ｍ３／日）の設置，汚染源である砕石場跡地について覆土植

栽法による対策工事を実施した。 

 平成 17 年２月と平成 20 年４月，平成 23 年７月，平成 28 年 10 月，平成 30 年７月に封鎖法面

の一部崩落が発生し，関係機関により崩落した法面の修復作業等が実施された。 

 本年度も府中市と連携して河川及び湧水処理施設の水質調査を継続して実施する。 

 

 (7) 化学物質対策 

「PRTR 法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）」及

び「広島県生活環境の保全等に関する条例」の規定に基づいて，事業者による化学物質の自主管

理を促進するとともに，化学物質情報の提供により，市町と連携して地域住民と事業者，行政と

の相互理解の促進を図る。 

 

 (8) 土壌汚染対策 

平成 22年４月に施行された「改正土壌汚染対策法」の円滑な運用を図るため，届出指導を実施

するとともに，調査結果が指定基準を超過した場合，区域の指定や汚染の除去等の指示を行う。 

 また，「広島県生活環境の保全等に関する条例」の規定による届出指導を実施し，汚染が確認さ

れた場合は，汚染拡散防止計画書を作成して，必要な措置を講ずるよう指導する。 

 

１４ 廃棄物対策 

 近年，廃棄物の量的増大，質的多様化，処理施設の確保困難，焼却処理に伴うダイオキシン類の発生

など，廃棄物に起因する環境問題が大きな社会問題となっている。 

 このような状況の中で，廃棄物の減量化・資源化，再利用の推進を図るとともに，処理施設の計画的

な整備及び適正な維持管理の推進がより重要となっている。 

 

 (1) 一般廃棄物対策 

 廃棄物の適正処理を推進するため，市町に対して処理施設の計画的な整備促進及び適正な維持

管理等の助言を行う。 

 本年度も，環境保全や資源有効利用の観点から，容器包装リサイクル法等に基づく一般廃棄物

の減量化・リサイクルの推進について市町へ助言するとともに，生活排水浄化対策として浄化槽

保守点検業者の登録事務，立入検査を実施する。 

 

 (2) 産業廃棄物対策 

 産業廃棄物の排出事業者及び処理業者に対して，マニフェスト交付状況報告の徹底を指導する

とともに，産業廃棄物の抜取り検査，最終処分場の放流水及び地下水の水質検査を含む立入検査

等を実施することにより，適正処理を指導する。 
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 加えて，産業廃棄物焼却施設に係るダイオキシン類の排出基準，維持管理基準等の遵守についての指

導及び自主測定結果の公表を行うほか，平成 23年度から，産業廃棄物焼却施設及び最終処分場の定期

検査を実施している。 

 また，PCB 廃棄物保管事業者に対し，保管状況の報告指導及び公表を行うとともに，広島県 PCB

廃棄物処理計画に従って処理期限までの早期の適正処理を指導する。 

 なお，使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図るため「自

動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法律）」に基づき，引取業等の登録や立入

検査等を実施する。 

 さらに，平成 13年度に設立した「福山地域廃棄物不法投棄防止連絡協議会」の関係機関と連携

を図りながら不法投棄監視パトロールを実施するほか，管内の主要幹線において産業廃棄物運搬

車両検査を実施する。 

 

 (3) びんごエコタウン事業 

廃棄物を資源やエネルギーとして相互に有効利用することにより，循環型社会を目指す「びん

ごエコタウン構想」を推進するため，市町と連携して環境にやさしい暮らしを行うよう３Ｒ運動

（リデュース（減量），リユース（再使用），リサイクル（再資源化））の展開に努めるほか，モデ

ル地区である福山市箕沖地区において，循環型施設の集積による環境関連産業の拠点形成を図る。 

なお，県は平成 20 年度よりびんごエコ団地の分譲を公募により実施しており，平成 30 年度末

には６区画中５区画が売却済みで，残りの１区画について分譲希望者を公募している。 

 

１５ 試験検査業務 

 当所は，東部厚生環境事務所・保健所及び福山支所，西部東厚生環境事務所・保健所の試験検査業務

を実施する。 

 試験検査業務として次の業務を実施している。 

 

(1) 食品衛生関係 

  ア 食品衛生法に基づく成分規格，食品添加物，残留農薬，衛生規範等に関する収去検査。 

  イ 苦情食品の有害化学物質，異物混入等に関する検査。 

  ウ 食中毒事案等の食中毒起因菌検索に関する検査。 

 

(2) 環境関係 

  ア 工場・事業場，し尿処理施設，廃棄物処理施設排水の検査。 

  イ 工場・事業場，廃棄物処理施設排水の農薬及び揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の検査。 

  ウ 出口川等の河川水の検査。 

  エ 河川の汚染など環境事案発生時の対応に関する検査。 

 

(3) 感染症関係 

  ア 赤痢菌，腸管出血性大腸菌等の感染症事案に関する検査。 



 

 

 

 

 

Ⅲ  資  料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】管内の市町村の合併状況 

区  分 合併年月日 合併方式 

福山市・内海町 平成 15年 2月 3日 福山市へ編入合併 

福山市・新市町 平成 15年 2月 3日 福山市へ編入合併 

府中市・上下町 平成 16年 4月 1日 府中市へ編入合併 

神石郡 4町村 平成 16年 11月 5日 神石高原町新設 

福山市・沼隈町 平成 17年  2月  1日 福山市へ編入合併 

福山市・神辺町 平成 18年  3月  1日 福山市へ編入合併 
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（平成３１年３月３１日現在）

総

数

福

山

市

府

中

市

神

石

高

原

町

備 考

（※） -

（※） -

（※） -

（※） -

（※） -

（※） -

-

- 平成31年4月1日現在

46 41 4 1

6,319 5,673 563 83

394 357 33 4

262 237 20 5

1 - 1 0 （※）福山市

30 - 26 4 （※）福山市

- - 0 0 （※）福山市

47 - 33 14 （※）福山市

1,080 - 775 305 （※）福山市

1,275 - 641 634 （※）福山市

146 - 95 51 再掲

5,060 - 2,138 2,922 （※）福山市

（※） -

（※） -

（※） -

（※） -

33 - 31 2 （※）福山市

10 - 10 0 （※）福山市

1 - 1 0 （※）福山市

1 - 0 1 （※）福山市

1 - 0 1 （※）福山市

24 - 23 1 （※）福山市

276 - 244 32 （※）福山市

一 般 診 療 所

食 品 関 係 施 設 数 （ 要 許 可 ）

歯 科 診 療 所

助 産 所

施 術 所

衛 生 検 査 所

水 道 用 水 供 給 水 道

上 水 道

区  　 　分

専 用 水 道

簡 易 水 道

保 育 所 公 立

私 立

母 子 生 活 支 援 施 設

児 童 館

児 童 遊 園

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業
（ 日 中 系 施 設 サ ー ビ ス ）

老 人 介 護 支 援 セ ン タ ー

居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

病 院

病 院 病 床 数

犬 の 登 録 頭 数

食 品 関 係 施 設 数 （ 不 要 許 可 ）

食 品 関 係 条 例 対 象 施 設 数

給 食 施 設 数

薬 局 （ 既 存 薬 局 を 含 む 。 ）

店 舗 販 売 業

卸 売 販 売 業

既 存 薬 種 商 等

特 例 販 売 業

高度管理医療機器等の販売業・貸与業

管 理 医 療 機 器 販 売 業 ・ 貸 与 業

  管内の状況 一覧  
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（平成３１年３月３１日現在）

総

数

福

山

市

府

中

市

神

石

高

原

町

備 考区  　 　分

  管内の状況 一覧  

1,253 1,179 66 8

（※） -

107 - 94 13 （※）福山市

25 - 25 0 （※）福山市

2 - 2 0 （※）福山市

63 - 46 17 （※）福山市

- - 0 0 （※）福山市

148 - 117 31 （※）福山市

9 - 7 2 （※）福山市

294 - 193 101 （※）福山市

112 105 6 1

79 - 62 17 （※）福山市

- - 0 0 （※）福山市

（※） -

（※） -

（※） -

（※） -

（※） -

730 657 54 19

産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 23 4 14 5

3 2 1 0

42 10 23 9

1 - 1 0 （※）福山市

15 - 12 3 （※）福山市

- - 0 0 （※）福山市

26 6 15 5

引取業者 16 - 13 3 （※）福山市

フロン類
回収業者

9 - 7 2 （※）福山市

解体業者 3 - 1 2 （※）福山市

破砕業者 1 - 0 1 （※）福山市

(注１）  備考欄は，区分ごとの数値の時期及び出典等を記載している。
(注２）  一般販売業は，卸売一般販売業を除く。

(注３）  （※）は権限移譲により事務を所管していない場合は，掲載しない。

うち優良認定

資源化施設（RDF施設を除く）

R D F施設

中間処理施設

最終処分場

産 業 廃 棄 物 多 量 排 出 事 業 者
処 理 計 画 策 定 事 業 所

自動車リサイクル

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 保 管 事 業 所

産 業 廃 棄 物 事 業 場 外 保 管 届

揮 発 性 有 機 化 合 物 排 出 施 設

し 尿 処 理 施 設

産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 業

ば い 煙 発 生 施 設

水 質 汚 濁 関 係 特 定 事 業 場

麻 薬 取 扱 者

温 泉 利 用 施 設

ば い 煙 関 係 特 定 施 設

一 般 粉 じ ん 発 生 施 設

特 定 粉 じ ん 発 生 施 設

粉 じ ん 関 係 特 定 施 設

ダ イ オ キ シ ン 関 係 特 定 施 設

第一種フロン類充填回収業者（事業者数）

汚 水 等 関 係 特 定 事 業 場

汚 染 土 壌 処 理 業

ご み 処 理 施 設 焼 却 施 設

一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場
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（１）　保健福祉関係学生の実習受入れ状況

（平成３０年度）

学 生 数 延学生数 実習期間 養 成 施 設 名

22 88 12

小 計 10 40 4

10 40 4 県立広島大学

小 計 12 48 8

4 16 4 安田女子大学

8 32 4 福山大学

小 計 - - -

小 計 - - -

小 計 - - -

小 計 - - -

小 計 - - -

そ の 他

社 会 福 祉 主 事

医 師

計

職 種

保 健 師

管 理 栄 養 士

歯 科 衛 生 士

訪 問 介 護 員

地域保健福祉対策 

23



（２）　衛生教育の実施状況
(平成３０年度）

地

区

組

織

活

動

健

康

危

機

管

理

結
核

エ
イ
ズ

回 数 47 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 40

延 人
員

1,834 15 0 0 0 0 0 0 311 0 76 1,432

（注）記入については，（別紙）衛生教育　記入要領による。

（再掲）
そ

の

他

区
分

医

事

・

薬

事

食

品

環

境

母

子

成

人

・

老

人

栄

養

・

健

康

増

進

歯

科

総

数

感

染

症

精

神

難

病

（ 再 掲 ）

（３）　市町指導の状況

（平成３０年度）

結　　核
(７)

エ イ ズ
(8)

1 1 1 5 0 0 0

( 4 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 21 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

1 0 2 2 13

( 4 ) ( 0 ) ( 25 ) ( 3 ) 64

注）　厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）作成の地域保健・健康増進事業報告作成要領による。

（再掲）

実施回数（０１）

参加延人員（０２）

区分
精神保健福祉

（9）

難 病

(10)

介 護 保 険

(11)

健康危機管理

(12)

そ の 他

(13)

区分

保 健 計 画
の 策 定 ・
地 域 診 断

(1)

母 子 保 健

(2)

健 康 増 進

(3)

介 護 予 防 ・
生 活 支 援

(4)

歯科保健

(5)

計

(14)

実施回数（０１）

参加延人員（０２）

感 染 症

(6)
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（４）圏域地域保健対策協議会の状況

（平成３０年度末現在）

名 称

設 立 年 月 日

独立行政法人国立病院機構福山医療センター，福山市民病院

会 長

部 会 の 設 置

総 会

理 事 会

事 業

うつ病等地域医療連携事業

そ の 他

構 成 団 体

委 託 事 業

補 助 事 業

福山・府中地域保健対策協議会

平成10年3月4日

福山市医師会，松永沼隈地区医師会，深安地区医師会，府中地区医師会

福山市歯科医師会，府中地区歯科医師会，神石郡歯科医師会

福山市薬剤師会，広島県老人福祉施設連盟（福山ブロック）

福山市社会福祉協議会，府中市社会福祉協議会，神石高原町社会福祉協議会

福山市，府中市，神石高原町

児玉　雅治　(福山市医師会)

福山市保健所，広島県東部保健所，広島県東部厚生環境事務所・保健所　福山支所

理事会，運営委員会，保健医療計画委員会，救急医療委員会，健康増進計画委員会，感染症対策検討委員会

上部構成団体の長

事　業　名

地域保健医療推進事業

在宅緩和ケア提供に係る介護福祉関係者研修実施事業

理事会

運営委員会

保健医療計画委員会

救急医療委員会

健康増進計画委員会

うつ・自殺対策医療連携協議会

感染症対策検討委員会

（５）　医師臨床研修受入れ状況

（平成３０年度）

実 人 数 延 人 数 研 修 期 間 臨 床 研 修 病 院 名

- - -

0 0

0 0

歯 科 医 師

計

職 種

医 師
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ろうあ者専門相談員の相談指導状況
（平成３０年度）

総件数 59 59 109 5 9 17 2 30 0 5 25 6 2 3 5

（注）福山市を含む

区分

延

相

談

者

数

実

相

談

者

数

相

談

指

導

件

数

相          談          指          導          内          容

家

族

関

係

生

活

・

生

計

職

業

職

場

関

係

住

居

健

康

・

医

療

そ

の

他

教

育

・

育

児

障

害

者

福

祉

サ

ー

ビ

ス

等

補

装

具

・

日

常

生

活

用

具

年

金

・

保

険

各

種

制

度

災

害

身体障害者等福祉対策 
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（１）母子福祉資金の貸付状況
（平成３０年度）

総数 府中市 神石高原町

件 数 19 16 3

貸 付 額 （ 千 円 ） ( 11,939 ) ( 11,027 ) ( 912 ) 

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 14 13 1

貸 付 額 （ 千 円 ） ( 10,452 ) ( 9,840 ) ( 612 ) 

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 1 1

貸 付 額 （ 千 円 ） ( 528 ) ( 528 ) 

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 4 2 2

貸 付 額 （ 千 円 ） ( 959 ) ( 659 ) ( 300 ) 

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )
結 婚 資 金

生 活 資 金

医 療 介 護 資 金

就 職 支 度 資 金

区 分

就 学 支 度 資 金

転 宅 資 金

住 宅 資 金

修 業 資 金

合 計

技 能 習 得 資 金

修 学 資 金

事 業 継 続 資 金

事 業 開 始 資 金

児童・母子・父子・寡婦福祉対策 

（２）父子福祉資金の貸付状況
（平成３０年度）

総数 府中市 神石高原町

件 数 3 3 -
貸 付 額 （ 千 円 ） ( 1,351 ) ( 1,351 ) ( - )

件 数 -
貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -
貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 1 1
貸 付 額 （ 千 円 ） ( 768 ) ( 768 ) 

件 数 -
貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -
貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -
貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -
貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -
貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -
貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -
貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 2 2
貸 付 額 （ 千 円 ） ( 583 ) ( 583 ) 

件 数 -
貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

就 学 支 度 資 金

結 婚 資 金

修 業 資 金

就 職 支 度 資 金

医 療 介 護 資 金

生 活 資 金

住 宅 資 金

転 宅 資 金

技 能 習 得 資 金

区 分

合 計

事 業 開 始 資 金

事 業 継 続 資 金

修 学 資 金
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（３）　寡婦福祉資金の貸付状況
（平成３０年度）

総数 府中市 神石高原町

件 数 - - -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - ) ( - ) ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

件 数 -

貸 付 額 （ 千 円 ） ( - )

区 分

合 計

技 能 習 得 資 金

修 学 資 金

事 業 継 続 資 金

事 業 開 始 資 金

結 婚 資 金

生 活 資 金

医 療 介 護 資 金

就 職 支 度 資 金

修 業 資 金

就 学 支 度 資 金

転 宅 資 金

住 宅 資 金
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（１）病院・診療所の状況
（平成３１年３月３１日現在）

総数 福山市 府中市 神石高原町

46 41 4 1

6,372 5,726 563 83

3,604 3,352 205 47

1,258 1,172 50 36

1,504 1,196 308 0

- 0 0 0

6 6 0 0

26 22 3 1

394 357 33 4

一 般 491 472 19 0

療 養 88 88 0 0

7 6 1 0

262 237 20 5

（注１）

（注２）
（注３） 　病床数は使用許可病床数。

　「救急告示」とは，一定の基準を満たした医療機関の開設者から県知事に，救急医療に関し協力する旨の申出のあっ
た病院，診療所に対し，県知事が必要と認定したものを告示するものをいう。
　「療養病床」とは，一般病院及び有床診療所のうち慢性期疾患の患者が長期にわたって入院療養できる病床をいう。

救 急 告 示

一

般

診

療

所

施 設 数

病 床 数

救 急 告 示

歯 科 診 療 所

区 分

病

院

施 設 数

病

床

数

小 計

一　　　　　般

療　　　　　養

精 神

結 核

感 染 症

医療対策 

（２）立入検査及び使用許可件数
（平成３０年度）

区          分 総 数 病 院 診 療 所 歯 科 診 療 所

立 入 検 査 延 件 数 6 5 1 0

新 規 開 設 に 伴 う
使 用 許 可 件 数

- 0 0 0

構 造 設 備 の 変 更 に 伴 う
使 用 許 可 件 数

- 0 0 0

（注）福山市を含む

　　広島県医療安全支援センター《医療相談窓口のご案内》
　　　受付時間：月～金曜日（年末・年始、祝日除く）　１３：００～１６：００
　　　相談方法：電話、面談
　　　専用電話：０８２－５１３－３０５８
　　　設置場所：〒730-8511　広島市中区基町10-52　県庁本館６階
　　次の点について、あらかじめご了承ください
　　　①医療内容のトラブルについては、まず当事者間での話し合いが基本となります。
　　　②診療行為の是非や故意・過失の有無の判断はできません。
　　　③病状に応じた適切な医療機関の紹介にはお答えできません。
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　ア　施設数及び指導状況　
（平成３０年度）

（注）表中の栄養士とは管理栄養士を含む。

　イ　施設別指導状況
（平成３０年度）

施

設

数

延

指

導

件

数

施

設

数

延

指

導

件

数

施

設

数

延

指

導

件

数

施

設

数

延

指

導

件

数

施

設

数

延

指

導

件

数

施

設

数

延

指

導

件

数

総 数 2 4 0 0 18 28 1 1 13 20 13 9 131.9 157.6 71.4 47 62

学 校 2 2 1 1 3 1 66.7 100.0 50.0 6 4

病 院 1 3 1 3 4 9 250.0 250.0 - 6 15

介 護 老 人
保 健 施 設

4 7 175.0 175.0 - 4 7

老 人 福 祉
施 設

3 7 3 6 216.7 216.7 - 6 13

児 童 福 祉
施 設

6 7 2 4 8 8 118.8 137.5 100.0 16 19

社 会 福 祉
施 設

1 1 3 0 25.0 25.0 - 4 1

事 業 所 1 1 100.0 100.0 - 1 1

寄 宿 舎 1 1 2 0 33.3 100.0 0.0 3 1

矯 正 施 設 - - - - -

自 衛 隊 - - - - -

一 般 給 食
セ ン タ ー

1 1 100.0 100.0 - 1 1

そ の 他 - - - - -

0.7

栄養士の
いないもの

20 9

栄養士の
いないもの

13 131

延

指

導

件

数

総 数

栄 養 士 の
い る も の

栄 養 士 の
い な い も の

栄 養 士 の
い な い も の

施

設

数

栄 養 士 の
い る も の

栄 養 士 の
い る も の

栄養士
のいな
い給食
施設に
対する
指 導
割 合
（ ％

）

栄養士
のいる
給食施
設に対
す る
指 導
割 合
（ ％

）

給 食
施

設 数
に

対 す
る

指 導
割 合
（ ％ ）

1.6 1.51.0

2施 設 数 Ａ

指 導 延 数 B

１施設当たり指導
回 数 B ／ A

4 1

47

62

1.3

0

0

18

28

区
分

特 定 給 食 施 設

指定施設以外の特定給食
施 設

指 定 施 設
その他の給食施設

栄 養 士 の
い な い も の

その他の給食施設

栄養士の
いるもの

総 数

栄養士の
いるもの

特 定 給 食 施 設

指 定 施 設 ①
特 定 給 食 施 設
（ ① を 除 く ）

2.0 -

（１）　給食施設等の指導状況

区          分

栄養士の
いるもの

栄養士の
いないもの

健康増進・栄養改善対策
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（３）　健康増進事業実施状況

　　　ア　健康診査
（平成３０年度）

総数 府中市 神石高原町

48,698 39,595 9,103

300 262 38

18 11 7

6 4 18

18,098 15,277 2,821

387 339 48

2 2 2

（注１）  人口は，平成３１年１月１日現在の住民基本台帳人口である。
（注２）　健康増進事業費補助金の事業実績報告による。

　イ　健康診査以外の事業実績（健康教育，健康相談，訪問指導）
（平成３０年度）

総数 府中市 神石高原町

個 別 参 加 人 員 5 5 0

実 施 回 数 51 28 23

参 加 人 員 1,022 864 158

実 施 回 数 5 2 3

参 加 人 員 141 138 3

実 施 回 数 9 3 6

参 加 人 員 212 205 7

334 0 334

109 0 109

（注）　健康増進事業費補助金の事業実績報告による。

肝炎ウイルス検査

対象者

受診者

受診率（％）

区   分

人 口

健康診査

対象者

受診者

受診率（％）

区分

健康教育

健康相談

訪問
指導
対 象 者 数

被 指 導 実 人 員

集 団

重 点

総 合

（２）　健康増進法及び食品表示法（保健事項）に基づく食品表示の相談・指導状況

　ア　相談状況
（平成３０年度）

　イ　指導状況（違反事例）

（平成３０年度）

農産物 畜産物 水産物 農産物 畜産物 水産物 その他

0

0

※発見し，他所へ通報したものは含まない。

区　　分 業者からの相談事例数

健康増進法（虚偽・誇大表示） 0

食品表示法（保健事項） 18

健康増進法（虚偽・誇大表示）

食品表示法（保健事項）

区　　分 事業者数

品　　目　　区　　分

生鮮食品 加工食品
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（４）健康生活応援店の状況
（平成３０年度末現在）

延 認 証 店 舗 数

禁 煙 22                          

分 煙 1                            

禁 煙 支 援

小 計 23                          

栄 養 成 分 表 示 1                            

エ ネ ル ギ ー 表 示 4                            

塩 分 表 示

小 計 5                            

野 菜 た っ ぷ り 9                            

塩 分 控 え め

オ ー ダ ー メ ニ ュ ー

小 計 9                            

塩 分 控 え め 推 進 ・ 応 援 1                            

小 計 1                            

朝 食 摂 取

食 事 バ ラ ン ス ガ イ ド

小 計 -                            

正 し い 歩 き 方 指 導

ウ ォー キン グ勧 奨・ 応援

サ ー ク ル 支 援

小 計 -                            

そ の 他 健 康 づ く り 応 援 9                            

47                          

40

運 動 実 践

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

実 店 舗 数

区 分

た ば こ

栄養成分表示

ヘ ル シ ー メ
ニ ュ ー

塩分控えめ
推進・応援

食 事 バ ラ ン ス

(５)　食育圏域連絡会議開催状況
（平成３０年度）

日時

場所

参加機関数

主な議題

会議構成機関

機関名 担当課等 備考

福山市保健所 健康推進課

府中市 健康医療課 ※令和元年度から健康推進課

府中市 産業振興課 ※令和元年度から農林課

府中市教育委員会 総務課

神石高原町 まちづくり推進課

神石高原町 保健課

神石高原町 産業課

神石高原町教育委員会 教育課

福山食品衛生協会

府中食品衛生協会

神石郡食品衛生協会

福山市農業協同組合 営農経済部組合員課

福山市農業協同組合 府中グリーンセンター

福山市農業協同組合 神石高原グリーンセンター

生活協同組合ひろしま 理事

東部教育事務所 教育指導課

東部保健所福山支所 衛生環境課

東部保健所福山支所 保健課

１　第３次広島県食育推進計画の概要
２　広島県食育推進功労者表彰の推薦について
３　食育活性化支援事業の実施計画の承認
４　情報交換
　（１）各市町から事業計画の報告
　（２）各機関からイベント等の開催案内
５　食育推進研修会
演題　「広島県における企業と連携した食育推進の取組
～カゴメ株式会社の情報発信基地を活用した消費者向
けのPR作戦～」

１　広島県食育推進事業について
　（１）平成30年度ひろしま食育・健康づくり実行委員会
の取組について
　（２）平成30年度広島県食育功労者表彰
２　食育活性化支援事業について
　（１）平成30年度事業実施報告（福山市）
　（２）平成31年度事業計画に係る協議
３　各市町及び各機関からの取組状況の報告及び意見
交換

平成30年9月13日（木）
 平成31年2月1日（金）


広島県福山庁舎　第3庁舎 広島県福山庁舎　第3庁舎

15 16

13：30～15：30 13：30～15：15
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(1)　感染症発生状況
(平成30年）

区 分 疾 病 名 件 数 区 分 疾 病 名 件 数
エボラ出血熱 アメーバ赤痢
クリミア・コンゴ出血熱 ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）

痘そう カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症
南米出血熱 急性弛緩性麻痺（急性灰白髄膜炎は除く。）
ペスト 急性脳炎※5
マールブルグ病 クリプトスポリジウム症
ラッサ熱 クロイツフェルト・ヤコブ病

小 計 A - 五 類 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
急性灰白髄炎 (全数） 後天性免疫不全症候群
結核 9 ジアルジア症

ニ 類 ジフテリア 侵襲性インフルエンザ菌感染症
重症急性呼吸器症候群※1 侵襲性髄膜炎菌感染症
中東呼吸器症候群※2 侵襲性肺炎球菌感染症
鳥インフルエンザ（Ｈ5Ｎ1） 水痘（患者が入院を要すると認められるものに限る）

鳥インフルエンザ（Ｈ7Ｎ9） 先天性風しん症候群
小 計 B 9 梅毒

コレラ 播種性クリプトコックス症
細菌性赤痢 破傷風

三類 腸管出血性大腸菌感染症 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
腸チフス バンコマイシン耐性腸球菌感染症
パラチフス 百日咳

小 計 C - 風しん
E型肝炎 麻しん 1
ウエストナイル熱（ウエストナイル脳炎を含む） 薬剤耐性アシネトバクター感染症
A型肝炎 小 計 E 1
エキノコックス症 RSウイルス感染症 31
黄熱 咽頭結膜熱 17
オウム病 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 75
オムスク出血熱 感染性胃腸炎 1,031
回帰熱 水痘 68
キャサヌル森林病 手足口病 35
Q熱 伝染性紅斑 3
狂犬病 突発性発しん 74

四 類 コクシジオイデス症 ヘルパンギーナ 106
サル痘 流行性耳下腺炎 36
ジカウイルス感染症 五　類 インフルエンザ※6 856
重症熱性血小板減少症候群※3 (定点） 急性出血性結膜炎
腎症候性出血熱 流行性角結膜炎
西部ウマ脳炎 性器クラミジア感染症 1
ダニ媒介脳炎 性器ヘルペスウイルス感染症 8
炭疽 尖圭コンジローマ
チクングニア熱 淋菌感染症
つつが虫病 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

デング熱 クラミジア肺炎(オウム病を除く）
東部ウマ脳炎 細菌性髄膜炎※7
鳥インフルエンザ※4 マイコプラズマ肺炎
ニパウイルス感染症 無菌性髄膜炎
日本紅斑熱 2 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
日本脳炎 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
ハンタウイルス肺症候群 薬剤耐性緑膿菌感染症
Bウイルス病 小 計 F 2,342
鼻疽 新型インフルエンザ等感染症　　　　　　　　　　 　 Ｇ
ブルセラ症
ベネズエラウマ脳炎 指 定
ヘンドラウイルス感染症 小 計 H -
発しんチフス 新 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Ｉ
ボツリヌス症 2,342
マラリア
野兎病
ライム病
リッサウイルス感染症
リフトバレー熱
類鼻疽
レジオネラ症 3
レプトスピラ症
ロッキー山紅斑熱

小 計 D 5
　※1　病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る
　※2　病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る　
　※3　病原体がフレボウイルス属ＳＦＴＳウイルスであるものに限る
  ※4　Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９を除く
  ※5  ウエストナイル脳炎，西部ウマ脳炎，ダニ媒介脳炎，東部ウマ脳炎，日本脳炎，ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く
  ※6  鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く
  ※7  インフルエンザ菌，髄膜炎菌，肺炎球菌を原因として同定された場合を除く
(注１） 一，二，三，四，五類（全数），指定及び新感染症については，全数報告。
(注２） 五類（定点）感染症については，定点医療機関から報告。

一 類

総    計　A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋Ｉ

感染症対策 感染症対策 
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（２）　結核の状況

　ア　結核患者登録状況 （平成３０年１２月３１日現在）

総数 府中市 神石高原町

48,698 39,595 9,103

38 36 2

喀 痰 塗 抹 陽 性 者 11 11

そ の 他 の 結 核 菌 陽 性 者 4 4

菌 陰 性 ・ そ の 他 の 者 9 9

6 5 1

8 7 1

61.6 73.2 11.0

（注１） 結核菌検査結果については登録時の結果を示すもの.
（注２） 人口には外国人を含む。（住民基本台帳の人口に外国人を加えた数）
（注３）

区     分

計

管 内 人 口

活 動 性 肺 外 結 核 患 者 数 （ Ｂ ）

不 活 動 性 結 核 ・ そ の 他 の 者

活 動 性
肺 結 核
患 者 数
（ Ａ ）

活動性肺結核患者数(A)＋活動性肺外結核患者数(B)　
人　口

×　100,000有病率（人口10万対）＝

有 病 率 （ 人 口 １ ０ 万 対 ）

イ　結核患者新規登録状況 （平成３０年）

総数 府中市 神石高原町

48,698 39,595 9,103

6 5 1

喀 痰 塗 抹 陽 性 者 - 0

そ の 他 の 結 核 菌 陽 性 者 2 2

菌 陰 性 ・ そ の 他 の 者 2 2

2 1 1

12.3 12.6 11.0

3 2 1

（注１） 潜在性結核感染症は総数に含まない｡
（注２） 計　（ A + B )

人　　口
×100,000

区     分

計 （ Ａ ＋ Ｂ ）

管 内 人 口

活 動 性
肺 結 核
患 者 数
（ Ａ ）

り患率（人口10万対）＝

潜 在 性 結 核 感 染 症

活 動 性 肺 外 結 核 患 者 数 （ Ｂ ）

り 患 率 （ 人 口 １ ０ 万 対 ）

ウ　年齢階級別新規登録患者数 　　　（平成３０年１２月３１日現在）

区 分 総数 府中市 神石高原町

9 7 2

( - ) ( - ) ( - )

-

( - )

-

( - )

-

( - )

-

( - )

1 1

( - )

-

( - )

1 1

( - )

-

( - )

2 2

( - )

5 4 1

( - )

（注１）下段の（  ）は，結核菌喀痰塗抹陽性者再掲である。

（注２）本表の総数とイ 結核患者新規登録状況の総数は一致する｡

計

40 歳 ～ 49 歳

50 歳 ～ 59 歳

60 歳 ～ 69 歳

70 歳 ～     

10 歳 ～ 14 歳

15 歳 ～ 19 歳

20 歳 ～ 29 歳

30 歳 ～ 39 歳

0 歳 ～ 4 歳

5 歳 ～ 9 歳
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エ　結核健康診断の実施状況

　　　①　市町別実施状況
（平成３０年度）

総数 府中市 神石高原町

対象者数 18,624 14,398 4,226

受診者数 3,061 1,976 1,085

受診率（％） 16.4 13.7 25.7

一般住民

区 分

（財）結核予防会結核研究所 
       結核に関する知識や情報を提供しています。 

      〒２０４－８５３３  東京都清瀬市松山３－１－２４ 

      電話 ０４２４－９３－５７１１  ファックス ０４２４－９２－４６００ 

 　②　実施主体別実施状況

   （平成３０年度）

受診者数 受 診 率 間 接 撮 影 直 接 撮 影 ツ反応 BCG IGRA

21,992 6,336 28.8 - 6,336 - - -

事　業　者 従　業　者 2,318 2,232 96.3 2,232

生    徒 450 450 100.0 450

学　　生 22 22 100.0 22

施　設　長 入　所　者 578 571 98.8 571

市町長 一般住民 18,624 3,061 16.4 3,061

( - ) ( - )
 -  - 

管理検診 33 31 93.9 31

 （注1）
 （注2）

 （注3）
 （注4） 

 (　　　）内は，ツ反応（ツベルクリン反応）検査とＸ線検査を併せて実施した場合の再掲。
事業者欄は，学校（専修学校及び各種学校を含み，幼稚園を除く），病院，診療所，助産所，介護老人保健施設，社会福祉施設の対象
者数（従事者数）又は受診者数を記載。
生徒欄は，高校生の対象者数又は受診者数を記載。学生欄は，大学生等の対象数又は受診者数を記載。
本欄の市町長が実施主体となって実施する定期健康診断（一般住民）は，①表の各総数と一致すること。

健  康  診  断  等  の  内  容

39

39

- 82

51知　　事
（保健所長）

定
 
 
 

期

対 象 者実施主体

学　校　長

計

集団健診

接触者健診

計

対象者数
受　診　状　況

100.0

-

88

98.3119121

88

オ　市町別家庭訪問指導状況

（平成３０年度）

総数 府中市 神石高原町 管外

31 28 2 1

（ 再 掲 ） 新 規 登 録 患 者 10 10 0 0

構 成 比 32.3 35.7 - -

109 91 13 5

（ 再 掲 ） 新 規 登 録 患 者 30 30 0 0

構 成 比 27.5 33.0 - -

(注）（再掲）欄の新規登録患者とは，平成２９年度に新規登録された結核患者を家庭訪問指導

　　　した場合に計上すること。

実 人 員

区 分

延 人 員
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（３）　感染症発生に伴う指導状況

計 一類 二類 三類 四類 五類
新型

インフルエンザ
等感染症

指定感染症 新感染症

15 0 0 0 0 15 0 0 0

うち施設指導分 14 0 0 0 0 14 0 0 0

指導件数

（平成３０年度）

(４)　新型インフルエンザ等対策の連絡会議開催状況
（平成３０年度）

日時 未実施

場所

参加人数

主な議題

会議構成メンバー
所属 職名 備考

（５）　エイズ相談及びＨＩＶ抗原抗体検査・梅毒検査の状況

（平成３０年度）

0

男   性 18

4

0254671

女   性 17 14 3

19

4

22

区   分
計A＋B＋C 電 話 相 談 A 来 所（面接相談）B 家庭訪問指導C

計 88 60 28 -

相 談 件 数

23

ＨＩＶ抗原抗体検査 梅毒検査
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（６）　健康教育実施状況

（平成３０年度）

計 感染症 結核 エイズ

実 施 回 数 1 1 0 0

参 加 延 人 員 15 15 0 0

（ 対 象 内 訳 ） 府中市，神石高原町

（注１）種別内訳欄には，結核，エイズ，性感染症，ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ，O157等の予防対策名を記入

（注２）エイズ予防は，対象内訳欄に実施した「一般」・「高校生」等のグループを記入
　　　　結核予防は，対象内訳欄に実施した市町名を記入

区 分
種 別 内 訳

ア　肝炎相談件数 （平成３０年度）

計A＋B 電話相談　A

345 236

イ　肝炎ウイルス検査実施状況 （平成３０年度）

0 0

ウ　肝炎治療受給者証交付状況
（ア）インターフェロン治療 （平成３０年度）

区　　　　分 計 福山市 府中市 神石高原町 管外

申　　請　　数 2 2 0 0 0

交　　付　　数 2 2 0 0 0

（イ）核酸アナログ製剤治療 （平成３０年度）

区　　　　分 計 福山市 府中市 神石高原町 管外

申　　請　　数 886 813 65 5 3

交　　付　　数 871 799 64 5 3

（ウ）インターフェロンフリー治療 （平成３０年度）

区　　　　分 計 福山市 府中市 神石高原町 管外

申　　請　　数 100 92 8 0 0

交　　付　　数 95 87 8 0 0

(エ)　肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付状況 （平成３０年度）

区　　　　分 計 福山市 府中市 神石高原町 管外

申　　請　　数 0 0 0 0 0

交　　付　　数 0 0 0 0 0

（７）　肝炎相談件数，肝炎ウイルス検査の実施状況，肝炎治療受給者証の交付状況及び
　　　肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の交付状況

0 0

来 所（面接相談）　B

109

検査実施日数

B型肝炎ウイルス
検査実施件数

うちHCV核酸増幅検査

C型肝炎ウイルス検査実施件数

HBs抗原検査HCV抗体検査
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（１）訪問指導等の状況

（平成３０年度）

身体障害者
（ 児 ）

知的障害者
（ 児 ）

難病患者 そ の 他
身体障害者

（ 児 ）
知的障害者

（ 児 ）
難病患者 そ の 他

実 施 数 0 0

（２）相談事業の状況

（平成３０年度）

本 人
保 護 者
介 護 者

そ の 他 本 人
保 護 者
介 護 者

そ の 他

実 施 数 0 0

（３）市町指導・支援の状況

（平成３０年度）

企画・連携・
調整

調査・研究

情報の収集・
提供

区　　　分
神石高原町府中市

実 施 数

4

0

0

総　　数

2

0

内 訳
実 人 員

2

0

00

延 人 員

内　　　　　訳区 分

市　町　名

内　　　　　訳

区  　  分

延 人 員

指 導 項 目

実 人 員回 数

内 訳

訪 問 に よ る 検 診 ・ 保 健 指 導 人 員

歯科保健対策 
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